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トイレの修理、水漏れ・配管等の詰まりなど、日常生活のトラブルに事業者が対処する「暮

らしのレスキューサービス」において、高額な作業料の請求を受けたというトラブルが増加

しています。「水回り修理９５０円から」など安い価格が表示された広告を見て事業者を自

宅に呼びますが、実際の料金は数十万円になるなど広告の金額とはかけ離れた請求になって

しまったという事例が多くみられます。 

 

相談事例…………………………………………………………………………………………… 

■トイレ修理で「３９０円から」のネット広告を見て依頼したら５５万円の請求を受けた  

夜に自宅のトイレが詰まり、インターネット広告に「料金３９０円から」と記載された事業

者に修理をお願いしたいと電話した。作業員２名が高圧ポンプで１０分ほど作業した。解消

されないので、「便器を外して排水管を確認する。３万円かかる」と言われ了承した。「こん

なにひどいのは初めてだ。通貫作業に２０万円前後かかる」と言われ、他の住民に迷惑をか

けてはいけないと思い、了承した。さらに詰まり防止のため薬剤と特殊な機械による清掃で

１５万円かかり、３０分程度で詰まりは解消した。最終的には５５万円の契約書を渡された。

「現金で支払えば５０万円に値引く」と言われ、その場で支払った。 

よく考えるとあまりに高額で納得できない。 

 

  

【消費者へのアドバイス】  

＊インターネット上の広告の金額表示をうのみにしない 

  ＊地元の工務店や自治体の管工事組合など信頼のおける事業者をさがしておく 

  ＊契約を急かされる、次々と高額な作業を提案される場合などは作業を断る 

  ＊料金・作業内容に納得できない場合は、その場で支払わない 

 

 

見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約をした場合、広告等の表示額と実際の請求額

が大きく異なる場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用でき

る可能性があります。事業者とトラブルになった場合は受け取った書面や契約の経緯等を整

理して、最寄りの消費生活センター等にご相談ください。 
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■事例１：SNS の広告を見て副業の高額なサポートプランを契約した 

「定型文を送信するだけで月に 100 万円から 200 万円稼げる」という SNS の広告を見て副業

サイトにアクセスし、情報商材を購入したあと、高額なサポートプランを契約した。 

 

■事例２：SNS に連絡が来た相手に出会い系サイトに誘われ高額な費用を支払った 

SNS で知り合った相手とやり取りしていたところ、「別のサイトでやり取りしよう」 

と出会い系サイトに誘われ、高額な費用を支払った。 

 

トラブル防止のポイント 

 

➀SNS の広告はしっかり確認しましょう 

大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたった SNS の広告や、「簡単にもうかる」など

のメッセージ等はうのみにしないようにしましょう。SNS 上の広告をきっかけとしたトラブル

に多い通信販売にはクーリング・オフ制度がなく、事前にしっかり内容を確認することが大切

です。 

 

➁SNS 上で知り合った人が本当に信用できるか慎重に判断しましょう 

SNS 運営会社の利用規約では「SNS がきっかけでトラブルが発生しても責任を負わない」旨が

定められていることがほとんどです。SNS 上では「知り合い」でも、お金を払ったとたん相手

と連絡がとれなくなることもあり、返金を求めることが困難になります。本当に信用できる相

手か、慎重に判断しましょう。 

 

➂SNS を利用するにあたって次の点にも注意しましょう 

＊学生証、運転免許証、健康保険証などの身分証明書の情報を SNS で送ってしまうと、あとで

取り戻すことは難しく、より大きなトラブルに発展することがありますので、絶対に渡さな

いようにしましょう。 

＊SNS 上に投稿された情報は拡散すると消去が困難です。身元がわかるような書き込みは安易

にしないようにしましょう。 

＊中学生や高校生のトラブルも発生しています。家族で SNS の利用方法を話し合うとともに、

ペアレンタルコントロール（※１）やフィルタリング機能（※２）も活用しましょう。 

※１こどものスマートフォンやタブレット、ゲーム機の利用状況を保護者が把握したり、安全管理を行ったりする仕組み。 

※２有害・不適切なサイトへのアクセスやアプリの利用を制限する機能。 



 

 

頼んだ覚えのない商品が突然届いたり、電話勧誘を断ったのに申し込んだ覚えのないカニなど

の海産物や健康食品が届いたりする「送りつけ商法」の相談がよせられています。 

 

【相談事例】 

高齢で独居の母へ、海産物購入の勧誘電話がかかってきた。以前、知人が注文した海産物

が届いたことがあり、今回もその業者かと思って話を聞いたところ、勧誘電話とわかり、

断って電話を切った。ところが昨日、業者から「代金引換でカニを送った」と電話があっ

た。どうすればよいか。 

 

代引配達で商品が届いても、消費者が購入の申し込みや承諾をしていなければ契約は成立しま

せん。支払ってしまった代金は取り戻せなくなる場合があるので、商品の受け取りや代金の支

払いには応じないようにしましょう。 

もしも、一方的に送りつけられた商品を受け取ってしまったり開封した場合でも、代金を支払

う義務は無く、商品を直ちに処分できます。また、電話勧誘があり、購入することに同意して

しまった場合でも、契約書面を受け取った日から８日間は「クーリング・オフ」をすることが

できます。 

 

■電話がかかってきたときは、 

不用・不審な電話勧誘は「きっぱり断る」「すぐに切る」 

 

■頼んだ覚えのない商品が届いたときは、 

商品を「受け取らない」代引配達は「支払わない」 

 

■一方的に送りつけられた商品を受け取ってしまった場合は、 

受け取ってしまっても直ちに処分できます 

※令和３年に改正された特定商取引法により、注文や契約をしていないにもかかわらず、事業者

が金銭を得ようとして一方的に送りつけた商品については、消費者は直ちに処分することができ

るようになりました。 

 

■電話勧誘で商品の購入に同意してしまった場合は、 

契約書面を受け取った日から数えて８日間は 

クーリング・オフすることができます 

 

 



 

 

レジャーやビジネスなどさまざまな場面で利用されているレンタカーですが、「つけた覚えの

ない傷の修理代を請求された」など返却時の修理代に関する相談がよせられています。 

 

Question・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

レンタカーを返却したところ、傷があるとして高額な修理代を請求された。傷をつけたつも

りはなく、保険にも入っていたため納得できない。支払いたくない。 

 

Answer・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

事業者は、貸出時には傷がなく、返却時に傷があったと判断していると考えられます。この

ようなトラブルを防ぐために、利用前と返却時に必ず事業者と一緒に車の状態を確認し、記

録（写真等）しておくようにします。記録がある場合は、事業者にそれを示し、傷をつけた

覚えがないことを説明しましょう。レンタカーの利用料金には自動車保険料が含まれている

のが一般的ですが、事業者によって補償内容、加入条件や適用条件が異なります。契約前に、

保険の補償額や免責額、事故やトラブルが起きた際の対処法や事業者の連絡先を確認し、不

明な点は事業者へ問い合わせましょう。 

 

保険や補償制度が適用されない例 （事業者によって異なる場合があります） 

◎警察への届け出や指定の連絡先への連絡がなかった場合 

◎貸渡約款に違反している場合【道路交通法等の法令違反（飲酒運転や無免許運転）】 

◎保険約款や補償制度の免責事項に該当する場合【パンクやタイヤの損傷、鍵の紛失など】 

 

 

 

消費生活相談をご利用ください 

架空請求ハガキ、商品のトラブル、通販トラブル等不安に思ったら、 

お気軽にお電話ください 

 

市民生活相談センター  
☎０５５－９８３－２６２１ 
三島市役所 本館１階（三島市北田町４－４７） 

月曜日～金曜日 午前９時から午後５時まで 

※土曜日、日曜日、祝日は 消費者ホットライン １８８（いやや） 

消費者ホットラインからお近くの消費生活相談窓口につながります 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


